
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・「プロバイダの変更によりメールアドレスが変わってしまった
料を請求された」といった事例や「
なってしまった」という相談もあります。

 
 
◆契約は慎重に！ 

契約の相⼿はどの事業者なのか、契約変更によるメリットだけでなく、デメリットにつ
いてもよく確認しましょう。内容がよく分からない場合は、すぐに契約せず、じっくり
検討してから契約しましょう。

◆光回線契約は初期契約解除ができます

平成 28 年 5 月 21 ⽇以降に交わされた、光回線やケーブルテレビによるインターネッ
トサービスの契約は、契約書⾯の受領⽇を含め８⽇以内であれば、契約の解除ができま
す（一部費用負担あり）。 

 

◆心配なときや困ったときは、身近な消費生活相談窓口に相談しましょう。
 
 

   消費者ホットライン
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   ご自由にコピー・回覧していただき、消費者被害の未然防止にお役立てください。
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神奈川県 

県民局くらし県民部消費生活課
《かながわの消費生活のページ》

横浜市神奈川区鶴屋町２－

電話：045－312―1121

困ったときは、一人で悩まず地元市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう

県民局くらし県民部消費生活課（かながわ中央消費生活センター）
《かながわの消費生活のページ》 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100548/ 

神奈川区鶴屋町２－24－２ 〒221－0835   

1121（代表）／FAX:045－312－3506  

困ったときは、一人で悩まず地元市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう

 

（かながわ中央消費生活センター）相談第二グループ  

困ったときは、一人で悩まず地元市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100548/

